
番号 対象手続

1 申告書の提出期限の延長の承認申請書（注3）

2 相続人の代表者の指定届出（注3）

3 地方税の予納の申出（注3）

4 自動車税等の第二次納税義務の免除申告（注3）

5 登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明（注3）

6 猶予を受けた場合の差押の解除の申請（注3）

7 納付又は納入の委託の申出（注3）

8 地方税を納付（納入）した第三者の代位届（注3）

9 経済的成果の消失があった場合の還付加算金に係る申出（注3）

10 所有権留保付売買の売主による軽自動車税の種別割の賦課徴収に関する事項の報告
（注3）

（注3）の手続きはPcdeskNextを使用して電子申告を行います。

（税目）軽自動車税　電子申告手続き一覧


